
 

 

 

 

 

 

「いのち」と「人権」に心を寄せてみませんか？ 

副校長 池庄司 好美 

 昭和 23（1948）年 12 月 10 日、国際連合第３回総会において、全ての人民と全ての国と

が達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本

的人権の尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画

期的なものです。採択日である 12 月 10 日は、「人権デー（Human Rights Day）」と定め

られています。 

文京区では、５月と１２月を「いのちと人権を考える月間」と位置付け、いのちの尊さや人

権の意義・内容や重要性について考える機会としています。本

校でもさまざまな教育活動を通していのちと人権について考

える取組を行ってまいりました。秋に実施した学習発表会では、

沖縄平和特派員として参加した２名の生徒を中心とする代表

生徒がプレゼンテーション発表の中で「平和の大切さについて

一人一人考えること。戦争の辛さ、悲惨さを知り理解するこ

と。」を自分たちの言葉で訴え、会場の多くの心を揺さぶりま

した。１１月には地域の高齢者の方々をお招きしたふれあい給食を実施し、

生徒と会食を通して和やかな時間を過ごしました。音羽公開講座「いのち

と心の授業」では、日本医科大学附属病院 高度救命救急センターよりセ

ンター長 横堀 様と救命救急士の方をお招きし、講義や体験を通していの

ちの大切さを学びました。また、有志の生徒が菊の栽培に挑戦し、手入れ

や花を愛でることを通していのちの尊さを感受しました。 

私たち一人一人の存在は、かけがえのないものであり、誰もが尊重されるべき大切な存在で

す。自分自身を大切にすることはもちろん、隣にいる友人や家族、地域の人々も同じように大

切にされるべき存在です。日々の生活の中で、相手の気持ちを思いやる言葉や行動は、互いの

尊厳を守る第一歩となります。小さな気配りや「ありがとう」の一言が、人と人とのつながり

を温かくし、安心できる学校生活をつくります。また、自分の意見をもち、それを表現するこ

とも大切です。同時に、他者の考えを受け止め、違いを認め合う姿勢が、より豊かな人間関係

を育みます。「いのちと人権を考える月間」をきっかけに、改めて、自分も他者もかけがえの

ない存在であることを心に刻み、互いを尊重し合う社会を構築していきたいと考えます。音羽

中学校でも引き続き安全で安心して過ごせる環境を整えてまいりますので、ご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

         ◆ ◇ ◆ １２月の行事予定 ◇ ◆ ◇  

１日（月）いのちと人権月間始  

安全指導 全校朝会 

２日（火）３年教育相談～１０日 

     ２年職場体験～４日 

 ６日（土）中学生サミット 

 ８日（月）１年歯科講話 

９日（火）２年脊柱側わん健診 

１４日（日）３年 ESAT-J スピーキングテスト予備日 

 

１５日（月）６カット 

      専門・中央委員会 

２２日（月）生徒朝会 

      ３年模擬選挙（社会科） 

２３日（火）１・２年保護者会 14:00～ 

２４日（水）学年集会 大掃除 

２５日（木）終業式 給食なし 

２６日（金）冬季休業日始 学校閉庁日 

３１日（水）いのちと人権月間終 
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